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お知らせします　ＱＲコードを読み取って空メールを送信してください。　 

（広告）

末
に
お
知
ら
せ
を
送
付
し
ま
し
た
の

で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

　

後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証（
認
定
証
）

を
窓
口
で
提
示
す
る
と
、
入
院
時
の

食
事
代
（
療
養
病
床
の
入
院
時
の
食

事
代
を
含
む
）が
減
額
さ
れ
、窓
口
で

支
払
う
医
療
費
の
自
己
負
担
限
度
額

も
減
額
さ
れ
ま
す
。
認
定
証
の
交
付

を
受
け
る
に
は
、申
請
が
必
要
で
す
。

　

な
お
現
在
、
認
定
証
を
お
持
ち
の

方
は
、
７
月　

日
㈰
で
期
限
が
切
れ

３１

ま
す
。
引
き
続
き
対
象
に
な
る
方
に

は
、
認
定
証
を
７
月
下
旬
に
送
付
し

ま
す
。
更
新
手
続
は
不
要
で
す
。

f
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
で
本

人
を
含
む
世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課

税
の
方
k
①
後
期
高
齢
者
医
療
被
保

険
者
証
②
印
鑑
③
平
成　

年
度
住
民

２３

税
非
課
税
証
明
書
（
平
成　

年
１
月

２３

１
日
現
在
、
市
内
在
住
で
税
の
申
告

を
さ
れ
た
方
は
不
要
）
を
持
参
し
、

保
険
年
金
課
へ
※
郵
送
の
場
合
は
①

・
②
は
不
要

　

い
ず
れ
も
l
保
険
年
金
課
高
齢
者

医
療
係

 
■
自
治
会
に
加
入
し
ま
せ
ん
か
？

　

自
治
会
は
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

ー
の
核
と
な
る
大
変
重
要
な
活
動
団

市
民
生
活

市
民
生
活

 
■
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
を

お
持
ち
の
方
へ

▼
一
部
負
担
金
の
割
合
が
変
更
に
な

る
方
へ
被
保
険
者
証
を
送
付
し
ま
す

　

医
療
機
関
な
ど
で
支
払
う
医
療
費

の
一
部
負
担
金
の
割
合
は
１
割
ま
た

は
３
割
で
す
。
平
成　

年
８
月
１
日

２３

㈪
～
平
成　

年
７
月　

日
の
負
担
割

２４

３１

合
は
、
平
成　

年
度
住
民
税
課
税
標

２３

準
額
に
よ
り
判
定
し
ま
す
。
判
定
の

結
果
、
一
部
負
担
金
の
割
合
が
変
更

に
な
る
方
に
は
８
月
１
日
㈪
ま
で
に

新
し
い
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

証
（
保
険
証
）
を
送
付
し
ま
す
※
一

部
負
担
金
の
割
合
が
変
更
に
な
ら
な

い
方
に
は
、
新
し
い
保
険
証
は
送
付

さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
現
在
お
持
ち
の

保
険
証
を
そ
の
ま
ま
ご
使
用
く
だ
さ

い
。
判
定
の
詳
細
に
つ
い
て
は
問
い

合
わ
せ
を

▼
３
割
負
担
の
方
は
申
請
に
よ
り
負

担
割
合
が
変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す

　

平
成　

年
中
の
収
入
額
の
合
計
が

２２

一
定
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
場

合
、
申
請
日
の
翌
月
か
ら
負
担
割
合

が
１
割
に
変
更
さ
れ
ま
す
。

　

８
月
１
日
の
判
定
に
向
け
て
、
該

当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
に
は
、
６
月

後
期
高
齢
者

医
療
制
度

後
期
高
齢
者

医
療
制
度

（
左
表
参
照
）。

　

い
ず
れ
の
手
当
も
所
得
の
制
限
が

あ
る
ほ
か
、
児
童
が
施
設
に
入
所
し

て
い
る
場
合
な
ど
受
給
で
き
な
い
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
今
月
か
ら

児
童
扶
養
手
当
は
、
平
成　

年
中
の

２２

所
得
で
判
定
し
ま
す
。
詳
細
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
現
在
、
児

童
扶
養
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方

に
は
、
８
月
ま
で
に
現
況
届
を
送
付

し
ま
す
。

l
子
育
て
課

体
で
、
住
民
同
士
の
親
睦
を
深
め
、

安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
に
お
い

て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
ま
す
。

ぜ
ひ
、
地
域
活
動
へ
の
参
加
の
き
っ

か
け
と
し
て
、
自
治
会
に
加
入
し
て

み
ま
せ
ん
か
？
詳
細
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

l
地
域
協
働
課
（
緯　
・
４
１
１
２
）

５８１

■
剪
定
枝
の
拠
点
収
集
（
８
月
）
～

無
料
で
お
引
き
取
り
し
て
い
ま
す

　

ご
家
庭
の
庭
木
な
ど
の
手
入
れ
で

出
た
剪
定
枝
は
、
剪
定
枝
チ
ッ
プ
化

リ
サ
イ
ク
ル
の
た
め
に
な
る
べ
く
拠

点
収
集
会
場
へ
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　

収
集
日
と
会
場
は
左
表
の
と
お
り

で
す
が
、
今
年
か
ら
「
ご
み
・
資
源

分
別
カ
レ
ン
ダ
ー
」
に
も
掲
載
し
て

い
ま
す
の
で
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
決
め
ら
れ
た
日
時
以
外
に

会
場
へ
持
ち
込
む
と
周
辺
の
方
の
迷

惑
に
な
り
ま
す
。
必
ず
ル
ー
ル
を
守

り
ま
し
ょ
う
。

 
l
ご
み
ゼ
ロ
推
進
課
（
緯　

・
０
４

５８１

４
４
）

■
井
戸
を
保
有
し
て
い
る
方
へ
の
お

願
い
～
災
害
時
用
井
戸
に
登
録
を

　

災
害
発
生
時
、
上
水
道
が
断
水
し

た
時
に
、
近
隣
の
方
に
開
放
で
き
る

井
戸
の
調
査
を
し
て
い
ま
す
。
現

在
、
使
用
で
き
る
井
戸
を
所
有
し
て

い
る
方
ま
た
は
管
理
し
て
い
る
方

で
、
災
害
時
に
近
隣
住
民
の
方
に
開

放
で
き
る
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

k
電
話
ま
た
は
は
が
き
で
。
住
所
、

●剪定枝拠点収集（８月）
１３：３０～１５：３０９：００～１１：００日にち

多摩平第１公園四ツ谷下東公園４日㈭
高幡不動駅北第四駐輪場入口御嶽上公園５日㈮
リサイクル事務所旭が丘中央公園１０日㈬
さかい公園てっぺん山公園１１日㈭
ハケ下公園日野中央公園１６日㈫
鳥と緑の日野センター駒形公園１７日㈬
日野台公園落川公園１８日㈭
黒川地域広場新坂下公園２２日㈪
沢田公園（通称）たぬき公園２３日㈫
まつばやし地区広場さいかちぜき公園２４日㈬

氏
名
、
電
話
番
号
を
記
入
l
〒　

們
１９１

０
０
１
６
神
明
１
の　

の　

日
野
市

１１

１６

役
所
防
災
安
全
課

■
災
害
時
動
物
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集

　

応
募
さ
れ
た
方
に
は
、
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
の
役
割
・
被
災
地
で
の
動
物
対

応
な
ど
獣
医
師
会
の
先
生
に
よ
る
講

習
な
ど
を
受
講
し
て
い
た
だ
き
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
登
録
し
ま
す
。

k
郵
送
で
。
住
所
、
氏
名
、
電
話
番

号
を
記
入
l
〒　

們
０
０
１
６
神
明

１９１

１
の　

の　

日
野
市
役
所
防
災
安
全

１１

１６

課
「
動
物
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集
」
係

■
愛
犬
手
帳
を
配
布
し
ま
す

　

狂
犬
病
予
防
注
射
の
履
歴
が
記
入

で
き
、
犬
を
飼
う
時
に
役
立
つ
情
報

や
法
律
を
ま
と
め
た
「
愛
犬
手
帳
」

を
作
成
し
ま
し
た
。
ご
希
望
の
方
に

配
布
し
ま
す
。

b
配
布
場
所
…
市
役
所
３
階
環
境
保

全
課
※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
可
l
環
境
保
全
課

■
子
ど
も
の
交
通
事
故
を
防
ご
う

　

夏
休
み
は
、
子
ど
も
の
心
も
行
動

も
開
放
的
に
な
り
、
交
通
事
故
が
心

配
さ
れ
る
時
期
で
す
。

　

ご
家
庭
で
も
、
道
路
を
歩
く
と
き

や
自
転
車
を
利
用
す
る
と
き
の
交
通

ル
ー
ル
・
マ
ナ
ー
を
教
え
、
子
ど
も

の
交
通
事
故
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

l
日
野
警
察
署（
緯　
・
０
１
１
０
）、

５８６

市
防
災
安
全
課

 
■
市
障
害
者
福
祉
人
材
育
成
事
業
～

施
設
職
員
の
た
め
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル

ス
講
座
Ⅱ

a
７
月　

日
㈫
午
後
６
時　

分
～
８

２６

３０

時
b
生
活
・
保
健
セ
ン
タ
ー
e
井
口

藤
子
氏
（
臨
床
心
理
士
）
f
障
害
福

祉
に
従
事
し
て
い
る
市
内
在
住
・
在

勤
者
g　

人
h　

円
（
資
料
代
）
k

３０

１００

電
話
l
（
社
福
）
日
野
市
民
た
ん
ぽ

ぽ
の
会
（
緯　
・
７
２
９
９
）、
市
障

５９９

害
福
祉
課

福
　
祉

福
　
祉

■
市
立
や
ま
ば
と
か
ら

▼
講
演
会
「
高
次
脳
機
能
障
害
に
つ

い
て
」
…
a
８
月　

日
㈯
午
前
９
時

１３

　

分
～　

時　

分
d
意
見
交
換
会
あ

り

３０

１１

３０

k
８
月　

日
㈬
ま
で
に
電
話

１０

▼
革
工
芸
～
巾
着
袋
作
成
…
a
①
８

月　

日
㈮
②　

日
㈮
い
ず
れ
も
午
前

１９

２６

９
時　

分
～　

時　

分
f
市
内
在
住

３０

１１

３０

で
身
体
・
知
的
障
害
の
あ
る　

～　
１８

６４

歳
の
方
※
車
椅
子
可
h　

円
j
障
害

３００

者
送
迎
あ
り
※
①
は
８
月
９
日
㈫
②

は　

日
㈫
ま
で
に
申
し
込
み

16

　

い
ず
れ
も
b
市
立
や
ま
ば
ど
地
域

活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
l
市
立
や
ま
ば

と
（
緯　

・
３
４
０
０
）

５８２

■
赤
い
羽
根
共
同
募
金
～
地
域
配
分

の
施
設
・
団
体
申
請
を
受
け
付
け

d
申
請
額
…　

～　

万
円
f
対
象
者

１０

３０

…
東
京
都
内
に
所
在
す
る
地
域
福
祉

の
推
進
を
目
的
と
す
る
事
業
を
行
う

各
種
民
間
社
会
福
祉
施
設
、
団
体
な

ど
、
対
象
事
業
…
備
品
整
備
、
小
破

修
理
、
利
用
者
主
体
の
事
業
な

ど

k
８

月　

日
㈬
（
必
着
）
ま
で
※
詳
細
は

３１
東
京
都
共
同
募
金
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（h
ttp
://w

w
w
.tok
y
o-ak
ai

hane.or.jp/shinsei/shinse
iyouryou.php

）
を
参
照
l
東
京

都
共
同
募
金
会
（
緯　

・
５
２
９
２

０３

・
３
１
８
３
）

 
■
雇
用
を
守
り
た
い
事
業
主
向
け
セ

ミ
ナ
ー

a
７
月　

日
㈮
午
後
２
時
～
４
時
b

２９

関
戸
公
民
館（
多
摩
市
）
d
使
用
者
が

守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
賃
金
、
休
業
補

償
、
解
雇
等
労
働
条
件
な
ど

f
事
業

主
、
人
事
労
務
担
当
者
な
ど

g　

人
k

１００

電
話
l
労
働
相
談
情
報
セ
ン
タ
ー
八

王
子
事
務
所（
緯　
・　
・
０
２
７
８
）

０４２
６４３

■
小
学
校
給
食
調
理
員（
臨
時
職
員
）

募
集

a
勤
務
時
間
…
午
前
７
時　

分
～
午

４５

後
４
時　

分
※
週
５
日
b
勤
務
場
所

３０
働
　
く

働
　
く

…
市
内
小
学
校
g
若
干
人
h
時
給
…

　

円
※
交
通
費
別
途
支
給
。
有
給
休

８７０暇
、
賞
与
あ
り
。
社
会
保
険
加
入
k

写
真
を
貼
付
し
た
履
歴
書
を
市
役
所

５
階
学
校
課
へ
郵
送
ま
た
は
持
参
l

〒　

們
８
６
８
６
日
野
市
役
所
学
校

１９１
課
 

■
就
学
相
談
を
実
施

　

特
別
な
支
援
を
必
要
と
す
る
お
子

さ
ん
が
、
そ
の
障
害
や
発
達
の
状
況

に
応
じ
た
適
切
な
教
育
の
機
会
が
得

ら
れ
る
よ
う
に
就
学
相
談
を
行
い
ま

す
。
入
園
・
入
学
に
不
安
を
お
持
ち

の
方
は
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

a
月
曜
～
金
曜
日
午
前
９
時
～
午
後

４
時
※
事
前
予
約
制
f
来
年
度
か
ら

幼
稚
園
、
小
・
中
学
校
に
入
学
予
定

の
お
子
さ
ん
k
電
話
l
特
別
支
援
教

育
推
進
チ
ー
ム

■
ひ
と
り
親
家
庭
と
障
害
児
の
養
育

者
に
手
当
を
支
給
し
ま
す

　

母
子
・
父
子
家
庭
、
障
害
を
お
持

ち
の
お
子
さ
ん
を
養
育
し
て
い
る
家

庭
な
ど
に
各
種
手
当
を
支
給
し
ま
す

子
育
て

子
育
て

支給額対象手当名

申請の翌月分
から児童１人
につき
月１３,５００円

次のいずれかに該当する平成５年４月２日以降
生まれの児童を養育している父、母または養育者
①父母が離婚②父または母が死亡③父または母
が重度の障害者④父または母が１年以上生死不
明⑤父または母から遺棄されている（仕送り、連
絡などが１年以上ない）⑥父または母が１年以上
拘禁されている⑦婚姻によらないで出生（認知さ
れていても認知の父に扶養されていなければ受
給可）

育成手当

申請の翌月分
から児童１人
の場合
…月９,８１０円
～４１,５５０円
児童２人目以
降は加算※所
得に応じて変
更あり

次のいずれかに該当する平成５年４月２日以降
生まれ（一定の障害がある場合は２０歳未満）の児
童を養育している父、母または養育者
①父母が離婚②父または母が死亡③父または母
が重度の障害者④父または母が１年以上生死不
明⑤父または母から遺棄されている（仕送り、連
絡などが１年以上ない）⑥父または母が１年以上
拘禁されている⑦婚姻によらないで出生（認知さ
れていても、認知の父に扶養されていなければ受
給可）

児童扶養
手当

申請の翌月分
から児童１人
につき
月１５,５００円

次のいずれかに該当する２０歳未満の児童を養育
している方
①愛の手帳１～３度程度②身体障害者手帳１・２級
程度③脳性まひまたは進行性筋萎縮症

障害手当

①
エ
ア
コ
ン
の
節
電
ポ
イ
ン
ト
（
設

定
温
度
は　

度
で
）

２８

煙
す
だ
れ
や
よ

し
ず
な
ど
で
日

差
し
を
和
ら
げ

る
。

煙
扇
風
機
を
利
用
す
る
。

※
熱
中
症
予
防
の
た
め
、
こ
ま
め
に

水
分
を
取
り
ま
し
ょ
う
。

②
冷
蔵
庫
の
節
電
ポ
イ
ン
ト
（
設
定

は
「
中
」
に
）

煙
冷
蔵
庫
に
は

物
を
詰
め
込
み

す
ぎ
な
い
。

煙
扉
を
開
け
る
時
間
を
短
く
す
る
。

煙
冷
蔵
室
に
ビ
ニ
ー
ル
な
ど
で
幕
を

張
り
、
冷
気
を
逃
が
さ
な
い
。

l
環
境
保
全
課

中

OFF

ち
ょ
っ
と
し

ち
ょ
っ
と
し
たた
工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工
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工
夫
でで
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電
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